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証拠 説　明　書
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東京高等裁判所第10民事部　御中

控訴人訴訟代理人

　　弁護士　　吉川基道
藤　田　康　幸

市　川　和　明

号　証
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（原本・写しの別） 年月日 作成菅 皿　証　趣　冒 備考

甲83 判決書 写し H19．2．1 名古屋高等 本人確認情報がブライバシ

裁判所 一権の対象であること、住

基ネットの危険性について

の検討が不十分な判決であ

ることなど

甲84 鑑定意見書 原本 H工9．5．18 中島　撤 3高裁判決が本人確認情報

をプライバシー権の保護の

対象としていること、名古

屋高裁判決、名古屋高裁金

沢支部判決及び原判決が、

住基ネットに関する法令等

について、形式的な判断し

かしておらず、不当である

こと、大阪高裁判決は、住

墓ネットに関する法令等に

ついて、実質的な判断をし

ており、正当であることな
ど

標　　　　国 作　成
作成者 立証趣 巳 備考


